
（
１
）

近
世
後
期
の
仏
教
は
、
葬
祭
か
ら
祈
祷
に
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
各
宗
派
に
お
い
て
も
祈
祷
を
行
な
う
祈
祷

寺
院
歩
各
地
に
誕
生
し
て
い
る
。
現
世
利
益
の
ニ
ー
ズ
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、
武
家
社
会
に
お
い
て
大
名
・
旗
本
と
い
っ
た

支
配
層
か
ら
帰
依
を
う
け
、
そ
の
菩
提
寺
や
祈
願
寺
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
将
軍
家
に
お
い
て
も
、
江
戸
御
府
内
に
ゆ
か

り
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
、
将
軍
家
の
安
泰
を
祈
っ
て
祈
祷
を
行
な
う
将
軍
家
「
祈
願
所
」
と
称
す
る
寺
院
が
存
在
し
た
。
一
方
、
江
戸
城

（
３
）

大
奥
に
仕
え
る
御
殿
女
中
と
い
わ
れ
る
女
性
も
、
将
軍
家
や
御
台
所
の
安
泰
を
祈
り
、
将
軍
家
ゆ
か
り
の
寺
院
に
祈
願
を
依
頼
し
て
い

た
。
彼
女
た
ち
の
職
制
は
、
上
薦
年
寄
か
ら
御
末
に
至
る
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
が
あ
燈
寺
院
で
行
な
わ
れ
る
開
帳
や
縁
日
に
将
軍
や

御
台
所
に
代
わ
っ
て
参
詣
し
、
祖
師
や
守
護
神
と
い
っ
た
霊
験
あ
る
神
仏
を
勧
請
す
る
寺
院
に
現
世
利
益
の
祈
願
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と

（
５
）

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
将
軍
家
「
祈
願
所
」
と
は
別
に
、
大
奥
女
性
が
祈
願
を
依
頼
す
る
寺
院
も
存
在
し
た
の
で

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格

は
じ
め
に

～
江
戸
法
養
寺
の
事
例
を
中
心
に
～
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月

真
澄
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江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

あ
る
。
こ
れ
は
、
通
称
、
江
一
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
と
呼
ば
れ
、
祈
願
と
い
っ
た
儀
礼
を
通
じ
て
相
互
の
関
係
を
深
め
て
い
ノ
泡
し
か

し
、
江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
に
関
す
る
研
究
は
、
管
見
す
る
限
り
皆
無
に
等
し
い
。
そ
こ
で
、
「
祈
祷
所
」
の
性
格
や

大
奥
女
性
と
の
信
仰
的
な
つ
な
が
り
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祈
祷
寺
院
の
性
格
や
将
軍
家
に
お
け
る
祈
願
の
特
質
が
窺
わ
れ
る
と

本
稿
は
、
江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
と
し
て
君
臨
し
た
寺
院
の
中
で
も
、
江
戸
下
谷
に
あ
っ
た
日
蓮
宗
法
養
寺
の
事
例
を
中
心
に
検
討

（
７
）

し
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
「
祈
祷
所
」
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
、
法
養
寺
に
格
護
さ
れ
て
い
る
江
戸
城
大
奥
関
係
史
料
に
よ
っ
て
分

（
８
）

析
を
試
み
、
当
時
の
大
奥
女
性
の
信
仰
面
や
日
蓮
宗
寺
院
と
し
て
の
宗
派
的
特
徴
を
探
る
手
掛
か
り
を
つ
か
ん
で
い
き
た
い
。

思
わ
れ
る
。一

江
戸
の
日
蓮
宗
寺
院
と
江
戸
城
大
奥

天
下
を
統
一
し
た
徳
川
家
康
の
江
戸
入
府
に
と
も
な
い
、
御
府
内
に
は
新
た
な
寺
院
が
建
立
さ
蝿
対
象
と
す
る
日
蓮
宗
の
寺
院
も
、

主
に
家
康
か
ら
三
代
家
光
の
頃
ま
で
に
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
い
く
。
当
時
の
江
戸
近
郊
に
存
在
す
る
日
蓮
宗
寺
院
の
中
で
、
将
軍
家
ゆ
か

り
の
寺
院
や
「
将
軍
家
祈
願
所
」
と
い
っ
た
寺
院
が
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
江
戸
城
大
奥
や
徳
川
御
三
家
・
御
三
卿
の
大

奥
と
ゆ
か
り
の
あ
る
日
蓮
宗
寺
院
に
つ
い
て
、
両
者
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
次
の
四
つ
に
区
別
で
き
る
。

①
大
奥
女
性
が
開
基
檀
越
に
な
っ
て
い
る
も
の

②
大
奥
女
性
の
帰
依
に
よ
り
、
堂
宇
・
仏
像
・
霊
寶
等
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
も
の

③
大
奥
女
性
が
祈
願
を
依
頼
し
、
代
参
し
て
い
る
も
の

④
大
奥
の
祈
願
所
と
な
っ
て
い
る
も
の
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こ
の
他
に
も
、
祈
願
所
と
な
っ
た
日
蓮
宗
寺
院
と
し
て
、
大
久
保
妙
典
寺
、
関
口
蓮
光
寺
、
日
暮
里
延
命
院
、
足
立
国
土
安
穏
寺
、
水

一
戸
家
祈
願
所
と
し
て
西
片
興
善
寺
等
が
あ
げ
ら
れ
壷
こ
れ
ら
の
寺
院
の
祈
願
所
と
な
っ
た
時
期
は
判
明
し
な
い
が
、
表
に
掲
げ
た
五
つ

の
寺
院
に
関
し
て
は
、
武
家
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
奥
向
き
の
大
奥
女
性
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
寺
院
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
中
で

も
、
水
戸
徳
川
家
の
祈
願
所
で
あ
っ
た
④
延
命
院
、
紀
伊
徳
川
家
の
祈
願
所
で
あ
っ
た
⑤
仙
寿
院
は
、
水
戸
家
の
祖
で
あ
る
頼
房
や
紀
州

家
の
祖
で
あ
る
頼
宣
を
生
ん
だ
、
家
康
側
室
養
珠
院
お
万
の
方
か
ら
そ
の
端
を
発
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
将
軍
家
の
祈
願
所
で
あ
っ

た
①
亮
朝
院
は
四
代
将
軍
家
網
代
、
③
智
泉
院
は
十
一
代
将
軍
家
斉
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
大
奥
女
性
の
信
仰
と
関
連
し
て

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

表
１
日
蓮
宗
祈
願
所
寺
院
一
覧

こ
の
中
で
も
祈
願
所
と
称
さ
れ
る
寺
院
は
そ
れ
ぞ
れ
将
軍
家
や
徳
川
御
三
家
と
の
つ
な
が
り
や
由
緒
を
持
つ
が
、
そ
れ
を
あ
げ
て
み
る

と
、
次
の
表
１
の
よ
う
に
な
る
。

①
高
田
亮
朝
院

②
中
山
法
華
経
寺

③
中
山
智
泉
院

④
日
暮
里
延
命
院

⑤
千
駄
ヶ
谷
仙
寿
瞠

(47）



江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

い
る
。
す
な
わ
ち
、
家
光
代
に
側
室
桂
昌
院
お
玉
の
方
、
家
網
代
に
正
室
顕
子
、
そ
し
て
家
斉
代
に
側
室
お
美
代
の
方
と
い
っ
た
熱
心
な

法
華
信
者
が
そ
れ
ぞ
れ
大
奥
内
に
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
寺
院
の
中
で
霊
験
あ
る
勧
請
仏
は
、
亮
朝
院
・
延
命
院
・
仙
寿
院
が
七
面
大
明
神
、
法
華
経
寺
・
智
泉
院
が
鬼
子
母

（
皿
）

神
と
そ
れ
ぞ
れ
守
護
神
を
勧
請
し
て
い
る
寺
院
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
、
亮
朝
院
が
七
面
大
明
神
を
本
尊
と
す
る
「
身
延
穣
善
坊
流
祈
祷
」
、

（
肥
）
（
胸
）

智
泉
院
が
鬼
子
母
神
を
本
尊
と
す
る
「
中
山
智
泉
院
流
祈
祷
」
、
そ
し
て
延
命
院
が
七
面
大
明
神
を
本
尊
と
す
る
「
延
命
院
祈
祷
」
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
修
法
祈
祷
で
な
ら
し
た
寺
院
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
神
の
霊
験
と
独
自
の
加
持
祈
祷
で
御
殿
女
中
の
帰
依
を
う
け
て
い

（
凶

た
こ
と
が
特
徴
と
い
え
る
。

と
に
し
よ
う
。

（
脂
）

江
戸
時
代
の
法
養
寺
は
、
「
浅
草
藁
店
法
養
寺
」
と
呼
ば
れ
、
江
戸
庶
民
に
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
法
養
寺
と
江
戸

城
大
奥
と
の
関
連
を
考
察
す
る
た
め
、
法
養
寺
の
概
観
に
つ
い
て
み
て
み
た
唯
廼
次
の
史
料
は
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
、
法
養
寺
が

（
Ⅳ
）

寺
社
奉
行
所
に
提
出
し
た
諸
堂
勧
化
の
願
書
で
あ
る
。

乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候

一
拙
寺
開
基
者
池
上
本
門
寺
十
二
代
目
日
慢
於
御
府
内
二
説
法
弘
通
之
地
拝
領
仕
度
旨
、
東
照
宮
様
江
奉
願
上
候
処
、
御
聞
済

被
為
在
、
御
入
国
之
狗
千
五
百
坪
余
法
養
寺
拝
領
地
二
御
座
候
、
右
二
付
本
門
寺
勧
弘
所
と
相
称
申
候
、
御
祈
祷
堂
之
儀
者
、

こ
う
し
た
江
戸
の
日
蓮
宗
寺
院
と
大
奥
女
性
の
関
係
を
念
頭
に
お
き
、
以
下
、
法
養
寺
と
江
戸
城
大
奥
と
の
つ
な
が
り
を
み
て
み
る
こ

二
江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
成
立

(鉛）



御
代
々
様
尊
牌
並
鬼
子
母
神
大
黒
天
熊
谷
稲
荷
御
同
社
安
置
二
御
座
候
、
右
鬼
子
母
神
大
黒
天
尊
像
者
、
有
徳
院
様
御
感
得
被

為
在
候
尊
像
二
而
、
享
保
十
八
未
年
五
月
御
納
二
相
成
、
別
而
鬼
子
母
神
尊
像
之
儀
者
、
御
惣
躰
葵
金
御
紋
散
シ
、
御
厨
子
茂

御
紋
附
二
御
座
候
、
此
尊
像
惇
信
院
様
御
庖
瘡
之
殉
御
祈
祷
被
仰
付
候
節
、
御
祈
祷
本
尊
二
御
納
御
座
候
儀
二
付
、
右
御
吉
例

を
以
当
公
方
様
御
庖
瘡
被
為
在
候
殉
茂
御
祈
祷
奉
申
上
、
御
巻
数
御
洗
米
西
御
丸
大
奥
江
献
上
仕
、
猶
又
当
右
大
将
様
御
庖
瘡

被
為
在
候
節
茂
御
吉
例
ヲ
以
御
祈
祷
奉
申
上
、
御
巻
数
御
洗
米
西
御
丸
大
奥
江
献
上
仕
候
、
又
三
十
番
神
尊
躰
之
儀
者
、
高
厳

院
様
御
造
立
二
而
、
寛
文
年
中
土
蔵
造
之
御
堂
其
外
葵
御
紋
附
赤
地
金
欄
之
御
水
引
共
御
建
立
御
寄
附
二
御
座
候
、
尤
土
蔵
造
之

御
堂
者
明
和
九
辰
年
類
焼
仕
候
、
勿
論
其
狗
類
焼
御
届
之
節
之
絵
図
面
等
御
座
候
、
並
葵
御
紋
附
水
引
者
無
御
別
条
相
残
、
御

祈
祷
堂
御
同
社
二
安
置
仕
候
、
且
又
客
殿
安
置
之
日
蓮
大
菩
薩
御
木
像
茂
、
高
厳
院
様
御
造
営
二
御
座
候
、
御
祈
祷
堂
葵
御
紋
附

御
水
引
並
御
戸
張
者
、
享
保
十
八
年
二
月
浄
岸
院
様
御
寄
附
二
御
座
候
、
安
永
二
年
葵
御
紋
附
物
御
改
御
座
候
狗
、
（
中
略
）
往

古
両
御
丸
大
奥
御
祈
祷
所
二
而
、
毎
年
正
五
九
月
二
月
初
午
九
月
祭
礼
十
月
祖
師
会
式
年
中
甲
子
、
右
之
通
例
年
不
易
御
祈
祷
御

巻
数
御
洗
米
御
札
御
供
物
等
両
御
丸
大
奥
江
献
上
仕
候
、
且
又
於
御
祈
祷
堂
二
天
下
泰
平
御
武
運
御
長
久
御
繁
栄
之
御
祈
祷
仕

候
、
右
等
之
訳
を
以
、
将
軍
宣
下
並
若
君
様
御
誕
生
之
御
祝
儀
之
節
、
松
之
間
二
お
い
て
拝
見
御
目
見
被
仰
付
、
御
中
入
之
節

御
料
理
頂
戴
仕
候
儀
、
元
文
二
年
亦
去
ル
文
化
十
酉
年
西
御
丸
二
お
い
て
、
御
廉
中
様
御
懐
胎
被
為
在
候
狗
茂
御
祈
祷
被

仰
付
、
同
十
月
御
安
産
被
為
在
候
、
竹
千
代
君
様
御
誕
生
二
付
御
肥
立
之
御
祈
祷
又
々
被
仰
付
、
右
両
度
共
抽
丹
精
御
祈
祷

奉
申
上
御
巻
数
御
洗
米
西
御
丸
大
奥
江
献
上
仕
候
、
右
申
上
候
通
之
御
由
緒
御
座
候
、
（
中
略
）
御
武
運
御
長
久
御
繁
栄
之
御
祈

祷
精
々
可
奉
勤
上
冥
加
至
極
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、
乍
恐
此
段
御
聞
済
被
成
下
、
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
候
様
、
偏
二
奉
願
上

候
、
以
上

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）
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②
将
軍
宣
下
や
若
君
誕
生
の
御
祝
儀
の
節
に
、
松
之
間
に
お
い
て
拝
見
御
目
見
を
行
な
っ
て
い
る
。

③
鬼
子
母
神
・
大
黒
天
の
仏
像
は
、
有
徳
院
（
八
代
将
軍
吉
宗
）
が
感
得
し
、
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
五
月
に
寄
進
し
た
も
の

で
、
鬼
子
母
神
像
や
厨
子
に
は
葵
紋
が
付
さ
れ
て
い
る
。

④
三
十
番
神
堂
は
、
高
厳
院
（
正
室
顕
子
）
が
寛
文
年
中
に
造
立
し
、
葵
紋
附
赤
地
金
欄
の
水
引
を
寄
進
し
て
い
る
。

⑤
高
厳
院
は
、
祈
祷
堂
や
客
殿
の
日
蓮
像
を
造
営
し
て
い
る
。

⑥
浄
岸
院
（
島
津
継
豊
室
・
竹
姫
）
は
、
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
に
祈
祷
堂
の
葵
紋
附
水
引
・
戸
張
を
寄
進
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
将
軍
と
は
八
代
将
軍
吉
宗
、
大
奥
向
き
で
は
四
代
将
軍
家
綱
の
正
室
で
あ
っ
た
高
厳
院
（
顕
子
）
や
五
代
将
軍
綱
吉
養
女

で
あ
っ
た
浄
岸
院
（
島
津
継
豊
室
・
竹
姫
）
の
帰
依
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、
祈
祷
に
関
し
て
「
徳
川
実
紀
』
と
対
照

し
、
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
胸
）

①
九
代
将
軍
家
重
庖
瘡
の
折
、
祈
祷
本
尊
で
あ
る
鬼
子
母
神
像
を
西
丸
大
奥
へ
寄
進

②
公
方
・
右
大
将
庖
瘡
の
蝿
祈
祷
巻
数
．
洗
米
を
西
丸
大
奥
へ
献
上

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

こ
れ
は
祈
祷
殿
・
客
殿
そ
の
他
の
勧
化
の
許
可
を
得
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
る
た
め
、
法
養
寺
の
故
事
来
歴
と
将
軍
家
・
大
奥
と
の
つ
な

が
り
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
を
整
理
す
る
と
、
法
養
寺
は
池
上
本
門
寺
十
二
世
日
慢
が
説
法
弘
通
の
折
に
、
徳
川
家
康
よ
り
千

五
百
余
坪
を
拝
領
し
、
本
寺
で
あ
る
本
門
寺
の
「
勧
弘
所
」
と
称
さ
れ
て
い
る
寺
院
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
主
な
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
れ
を
将
軍
家
と
の
つ
な
が
り
か
ら
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
寺
内
に
梁
間
三
間
桁
行
四
間
の
祈
祷
堂
が
あ
り
、
歴
代
将
軍
の
尊
牌
、
鬼
子
母
神
・
大
黒
天
、
熊
谷
稲
荷
を
堂
内
に
勧
請
し
て
い

る
。

(卵）



⑤
毎
年
正
月
・
五
月
・
九
月
、
二
月
初
午
祭
礼
、
十
月
祖
師
会
式
、
年
中
甲
子
、
祈
祷
巻
数
・
洗
米
・
供
物
を
本
丸
へ
献
上

記
載
内
容
も
先
例
書
の
形
式
で
幾
つ
か
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
判
明
す
る
こ
と
は
、
「
両
御
丸
大
奥
御
祈
祷
所
」
と
し
て
、
祈
祷

堂
に
お
い
て
将
軍
家
の
「
天
下
泰
平
武
運
御
長
久
繁
栄
」
の
祈
祷
を
年
中
行
事
の
中
や
将
軍
宣
下
御
祝
儀
の
折
に
行
な
っ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
吉
例
に
よ
っ
て
祈
祷
巻
数
．
洗
米
を
本
丸
・
西
丸
へ
献
上
し
て
い
た
こ
と
も
両
者
の
つ
な
が
り
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。

特
に
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
九
月
五
日
本
丸
へ
移
り
、
御
台
所
と
な
っ
た
高
厳
院
は
、
法
養
寺
に
三
十
番
神
像
や
祈
祷
堂
、
日
蓮
像

を
寄
進
し
て
お
り
、
法
養
寺
の
外
護
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

な
お
、
鬼
子
母
神
、
大
黒
天
、
熊
谷
稲
荷
を
奉
安
す
る
祈
祷
殿
で
は
「
上
様
御
武
運
御
長
久
幾
久
敷
御
繁
昌
之
懇
祈
奉
勤
上
節
、
梵
鐘

相
用
、
随
而
寺
中
之
僧
侶
洪
鐘
を
合
図
二
御
祈
祷
殿
江
出
仕
致
し
、
御
祈
祷
奉
申
上
候
」
と
あ
り
、
山
内
総
出
仕
に
て
将
軍
家
の
祈
祷
を

行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
法
養
寺
に
は
将
軍
家
や
大
奥
ゆ
か
り
の
守
護
神
が
祀
ら
れ
、
御
殿
女
中
の
祈
願
の
欲
求
を
充
た

す
要
素
が
整
い
、
そ
の
現
世
利
益
の
祈
願
を
引
き
受
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

法
養
寺
は
浅
草
の
寺
町
に
位
置
す
る
た
め
、
江
戸
市
域
よ
り
離
れ
た
池
上
本
門
寺
の
「
勧
弘
所
」
と
し
て
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
天
明

（
垂
）
（
割
）

八
年
（
一
七
八
八
）
・
文
化
十
三
年
（
一
八
二
饅
に
お
け
る
池
上
旅
立
祖
師
の
出
開
帳
や
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
に
お
け
る
比
企
谷

妙
本
寺
（
池
上
本
門
寺
と
両
山
一
寺
制
）
祖
師
の
出
開
帳
先
寺
院
と
な
っ
て
お
り
、
本
末
関
係
を
通
し
て
密
着
し
た
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。

（
蚤
）

ま
た
、
将
軍
家
と
の
つ
な
が
り
か
ら
御
能
拝
見
寺
院
と
し
て
機
能
し
、
史
料
的
に
は
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
以
降
江
戸
城
に
登
城
し
、

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

（
詞
）

③
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
、
十
一
代
家
斉
側
室
お
八
百
懐
胎
の
折
、
安
産
の
祈
祷
、
祈
祷
巻
数
・
洗
米
を
西
丸
へ
献
上

（
鋤
）

④
文
化
十
年
十
月
晦
日
、
十
二
代
家
慶
第
三
子
竹
千
代
誕
生
（
生
母
正
室
喬
子
）
の
折
、
肥
立
の
祈
祷
、
祈
祷
巻
数
．
洗
米
を
西
丸

へ
献
上

(51)



御
役
人
中

と
あ
る
よ
う
に
、
十
三
代
将
軍
家
定
宣
下
能
の
折
に
「
両
御
丸
大
奥
御
祈
祷
所
」
と
い
う
こ
と
で
、
能
楽
が
拝
見
で
き
る
よ
う
寺
社
奉
行

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

松
之
間
に
て
「
御
目
見
御
礼
御
能
拝
見
」
し
て
い
る
。
こ
の
宣
下
祝
賀
能
は
、
江
戸
城
内
に
て
将
軍
の
宣
下
、
代
替
り
の
時
に
能
楽
師
を

（
錘
）

召
し
て
能
が
催
さ
れ
る
も
の
で
、
大
広
間
前
の
表
舞
台
で
、
御
三
家
を
始
め
諸
大
名
が
拝
観
す
る
行
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
由
緒
あ
る
行
事

に
法
養
寺
も
招
待
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
次
の
史
料
を
み
る
と
、

乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候

一
此
度

将
軍
一

付
候
、
錦

奉
存
候
、

宣
嘉
永
六
年
丑
十
一
月
二
十
五
日

寺
社 下

御
祝
儀
御
能
御
座
候
二
付
、
拙
寺
儀
者
両
御
丸
大
奥
御
祈
祷
所
二
御
座
候
二
付
、
先
年
右
御
祝
儀
御
能
拝
見
被
為
仰

御
吉
例
之
通
、
此
度
之
御
能
茂
拝
見
被
為
仰
付
被
下
置
候
様
、
偏
二
奉
願
上
之
通
被
為
仰
付
被
下
置
候
ハ
、
、
難
有
仕
合
二

御
奉
行
所

以
上

池
上
本
門
寺
末

下
谷法

養
寺

印

(52）



所
に
願
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
先
例
書
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
徳
川
実
紀
」
や
『
幕
府
詐
胤
伝
」
と
対
照
し
て
あ
げ

て
み
る
と
、
次
に
あ
げ
る
四
つ
の
能
楽
拝
見
の
例
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

（
訂
）

①
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
六
月
、
将
軍
宣
下
並
び
に
十
代
家
治
誕
生
祝
儀
の
折

②
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
十
一
月
、
十
一
代
家
斉
宣
下
祝
儀
の
鵡
｝

（
画
）

③
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
十
一
月
、
十
二
代
家
慶
第
三
子
誕
生
祝
儀
の
折

④
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
十
月
、
十
二
代
家
慶
宣
下
祝
儀
の
鵡
）

こ
う
し
て
、
歴
代
将
軍
の
宣
下
や
祝
儀
の
折
に
能
楽
が
拝
見
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
江
戸
に
数
あ
る
寺
院
の
中
で
も
由
緒
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
寺
院
の
中
で
も
江
戸
城
大
奥
の
「
祈
祷
所
」
と
し
て
位
置
す
る
こ
と
が
、
寺
院
の
権
威
付
け
の
上
で
メ
リ
ッ

ト
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。

次
の
史
料
か
ら
も
、
法
養
寺
の
「
祈
祷
所
」
と
し
て
の
姿
勢
が
窺
え
る
の
で
紹
介
す
る
。

乍
恐
以
書
附
御
伺
奉
申
上
候

一
昨
年
卯
十
月
中
梵
鐘
有
無
取
調
差
出
可
申
段
被
仰
出
候
二
付
、
拙
寺
儀
梵
鐘
一
口
有
之
候
故
其
段
御
届
奉
申
上
候
処
、
今
度

右
梵
鐘
差
上
可
申
旨
被
仰
渡
、
奉
畏
則
承
知
印
形
仕
差
上
候
、
然
処
外
二
振
合
承
り
候
得
者
、
末
寺
又
者
塔
中
有
之
候
分
者
本

寺
同
等
之
義
二
付
、
其
侭
御
差
置
二
茂
相
成
候
向
二
承
知
仕
候
、
右
二
付
乍
恐
奉
申
上
候
、
拙
寺
儀
者
池
上
本
門
寺
十
二
代
目
仏

乗
院
日
慢
御
府
内
二
お
い
て
説
法
弘
通
之
地
拝
領
仕
度
段
、
東
照
宮
様
江
奉
願
上
候
処
、
則
御
聞
済
被
為
在
、
入
国
之
岡
千
五
百

坪
余
法
養
寺
拝
領
地
二
御
座
候
、
依
之
本
門
寺
勧
弘
所
と
相
称
、
同
寺
御
府
内
に
お
い
て
開
帳
並
説
法
相
勤
候
節
者
、
拙
寺
二
お

い
て
相
勤
候
、
先
格
二
御
座
候
、
就
而
者
本
山
二
お
い
て
茂
本
寺
並
寺
格
取
扱
茂
致
し
被
呉
候
義
、
殊
二
両
御
丸
御
祈
祷
所
二
御

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

(認）



朗
慢
寺

こ
の
史
料
の
主
旨
は
、
法
養
寺
の
梵
鐘
が
取
調
に
な
っ
た
折
に
も
、
本
寺
同
等
で
あ
る
の
で
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
両
御
丸
大
奥
御
祈
祷
所
」
と
し
て
の
由
緒
が
あ
り
、
末
寺
や
塔
中
が
二
ヶ
院
あ
る
、
本
山
に
お
い
て
も
本
寺
同
様
の
扱

い
を
う
け
て
い
る
、
家
康
入
国
に
際
し
千
五
百
坪
を
拝
領
す
る
、
よ
っ
て
本
寺
同
等
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
で
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

五
月
十
一
日
に
、
触
頭
承
教
寺
・
朗
慢
寺
に
本
寺
格
扱
い
を
願
い
出
て
い
る
。
勿
論
、
そ
の
基
調
に
は
池
上
本
門
寺
の
「
勧
弘
所
」
と
し

て
機
能
し
、
将
軍
家
よ
り
寺
地
を
拝
領
さ
れ
た
と
い
う
由
緒
も
掲
げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
史
料
で
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
将
軍
家
の
祈
願
所
と
し
て
の
つ
な
が
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
幕
末
期
に
寺
格
昇
格
の
要
求
を
寺
社
奉
行

に
提
出
し
て
い
る
動
き
は
、
近
世
寺
院
の
寺
格
の
意
義
や
祈
祷
所
と
し
て
の
特
権
を
知
る
上
で
重
要
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。

他
に
も
、
天
保
五
年
（
一
八
四
四
）
五
月
九
日
江
戸
城
本
丸
が
炎
上
し
た
折
に
、
両
者
の
結
び
つ
き
が
み
ら
れ
る
の
で
紹
介
す
る
。

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

座
候
而
御
由
緒
茂
被
為
在
候
御
儀
、
乍
恐
上
様
御
武
運
御
長
久
幾
久
敷
御
繁
昌
之
懇
祈
奉
勤
上
節
梵
鐘
相
用
、
随
而
寺
中
之
僧
侶

洪
鐘
を
合
図
二
御
祈
祷
殿
江
出
仕
致
し
御
祈
祷
奉
申
上
候
御
儀
茂
有
之
、
塔
中
弐
ヶ
院
御
座
候
共
、
外
振
合
二
準
し
何
卒
本
寺
格

二
被
仰
付
被
下
度
、
併
御
請
印
形
奉
差
上
候
義
二
御
座
候
得
者
、
違
背
仕
候
義
二
者
無
御
座
候
得
者
、
類
例
承
り
及
候
事
故
、
右

之
段
乍
恐
御
奉
行
所
江
御
伺
被
下
度
奉
願
上
候
、
以
上

安
政
三
年
辰
五
月
十
一
日

下
谷法

養
寺
印

承
教
寺

(認）



火
災
の
翌
々
日
、
十
一
日
に
法
養
寺
は
将
軍
家
の
御
機
嫌
伺
い
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
長
栄
他
三
名
の
女
性
の
役

職
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
嘉
永
六
年
の
御
使
番
宛
の
書
状
に
「
林
佐
此
名
前
者
時
々
替
ル
也
、
此
節
ハ
林
佐
様
也
、
御
文
之
筆
頭

二
而
可
知
事
外
二
栄
寿
様
御
初
是
又
不
相
替
よ
ろ
し
く
御
取
計
御
た
の
ミ
申
ま
い
ら
せ
候
」
と
あ
り
、
林
佐
や
栄
寿
の
名
前
が
み
え
て
い

る
。
こ
の
人
物
の
職
制
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
一
連
の
書
状
に
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
御
使
番
と
い
う
役
職
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
書
状
を
年
代
順
に
並
べ
、
内
容
を
「
徳
川
実
紀
」
と
対
照
し
て
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
御
機
嫌
伺
い
の
書
状

が
法
養
寺
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

①
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
五
月
九
日
、
本
丸
炎
上
の
蝿
同
月
十
一
日
、
は
ま
岡
．
お
り
て
．
い
つ
尾
宛

②
天
保
十
五
年
十
一
月
十
日
、
十
一
代
家
斉
正
室
建
子
莞
御
の
姥
同
月
十
二
日
、
御
使
番
長
栄
・
長
順
長
佐
・
林
悦
宛

（
郷
）

③
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
六
月
十
日
、
十
三
代
家
定
正
室
任
子
逝
去
の
折
、
同
月
十
二
日
、
御
使
番
長
栄
・
長
順
・
林
賀
宛

（
鋤
）

④
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
五
月
二
十
二
日
暁
、
西
御
丸
炎
上
の
折
、
翌
二
十
三
日
、
御
使
番
長
順
・
林
悦
・
林
賀
・
長
林
宛

（
蕊
）

⑤
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
七
月
二
十
二
日
、
十
二
代
家
慶
蕊
御
の
折
、
同
月
二
十
四
日
、
御
使
番
嘉
順
・
林
悦
・
林
賀
・
徳
林
宛

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

一
筆
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
担
者
、
一
昨
夜
御
本
丸
御
炎
上
被
遊
候
御
事
、
誠
以
乍
恐
奉
驚
動
候
、
上
々
様
方
御
別
条
も
不
被
為
在

候
哉
、
是
又
乍
恐
奉
伺
上
候
、
ま
つ
者
あ
ら
ノ
ー
か
し
ぐ

林長
悦佐
様様

長
栄
様

（
菱
）

長
順
様
法
や
う
寺

(苑）



江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

⑥
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
八
月
八
日
、
十
三
代
家
定
蕊
御
の
鵡
同
十
一
日
、
御
使
番
栄
寿
・
林
佐
・
林
賀
・
久
佐
宛

と
あ
り
、
過
去
の
将
軍
家
の
弔
時
や
本
丸
・
西
丸
炎
上
の
折
に
も
御
機
嫌
伺
い
の
瞥
状
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
篭
①
の

場
合
は
御
使
番
の
長
栄
他
三
名
宛
、
そ
し
て
浜
岡
宛
、
お
り
て
宛
、
い
つ
尾
宛
、
と
そ
れ
ぞ
れ
の
御
殿
女
中
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

（
願
）

書
状
に
は
「
よ
ろ
し
く
御
取
計
御
老
女
衆
様
方
江
被
仰
上
被
下
候
や
う
ね
か
ひ
上
ま
い
ら
せ
候
」
と
御
老
女
衆
（
御
年
寄
）
に
伝
達
す
る

書
状
に
は
「
よ
ろ
し
く
御
取
計
御
垂

以
上
、
江
戸
城
大
奥
と
法
養
寺
の
交
信
に
つ
い
て
、
主
に
書
状
を
通
し
て
み
て
み
た
が
、
一
連
の
史
料
か
ら
は
代
参
を
示
す
具
体
的
な

内
容
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
書
状
に
は
御
年
寄
や
御
使
番
と
い
っ
た
御
殿
女
中
の
名
前
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
女
性
を
介
し

て
将
軍
や
御
台
所
の
祈
願
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
検
証
で
き
た
。

よ
う
願
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
法
養
寺
と
大
奥
女
性
と
の
つ
な
が
り
が
、
信
仰
を
介
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
信

仰
的
な
つ
な
が
り
を
示
す
史
料
的
初
見
を
み
る
と
、
前
述
し
た
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
願
書
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
厳
院
が

寛
文
年
中
に
寄
進
し
た
祈
祷
堂
・
番
神
堂
祖
師
像
の
記
載
が
あ
げ
ら
れ
壷
後
の
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
に
は
八
代
将
軍
吉
宗
に
よ

り
鬼
子
母
神
像
・
大
黒
天
像
が
寄
進
さ
れ
、
将
軍
家
と
の
つ
な
が
り
が
密
接
に
な
っ
て
い
く
。
同
年
に
は
、
島
津
家
大
奥
女
中
の
と
み
・

岡
田
・
藤
元
・
つ
ほ
ね
の
四
名
が
、
薩
摩
藩
島
津
継
豊
正
室
竹
姫
の
祈
祷
を
法
養
寺
に
依
頼
す
る
た
め
、
戸
帳
・
水
引
を
寄
付
し
て
い
る
。

（
翌

こ
の
竹
姫
は
、
享
保
十
四
年
二
七
二
九
）
に
島
津
家
に
輿
入
れ
を
し
て
い
る
が
、
後
に
五
代
将
軍
綱
吉
の
養
女
と
な
っ
て
お
り
、
江
戸

城
大
奥
と
縁
が
深
い
女
性
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
次
の
史
料
を
み
る
と
、

三
御
殿
女
中
と
法
養
寺
の
つ
な
が
り

(56）



と
あ
り
、
法
養
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
釈
迦
刺
繍
浬
藥
画
像
は
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
○
）
紀
州
藩
祖
徳
川
頼
宣
の
子
光
貞
の
室
天
真
院
（
照

（
⑩
）

子
）
が
寄
進
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
画
像
の
裏
書
に
あ
る
修
理
銘
に
は
、

御
浬
藥
像
依
年
々
旧
破
壊
今
般
更
奉
修
治
之
者
也

表
具
施
主
薩
州
御
奥
二
而
お
と
わ
女
性

世
話
人
同
奥
二
而
お
ゆ
き
女
性

後
見
清
見

同
人
母
妙
行
尼

第
十
三
世
英
雲
院
日
慥
（
花
押
）

寛
政
八
丙
辰
年
二
月

と
あ
る
よ
う
に
、
百
三
十
六
年
後
の
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
薩
摩
の
島
津
家
の
お
と
わ
・
お
ゆ
き
と
い
っ
た
奥
向
き
女
性
に
よ
っ
て

修
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
将
軍
家
は
も
と
よ
り
、
竹
姫
の
関
係
か
ら
薩
摩
島
津
家
大
奥
と
の
信
仰
的
な
つ
な
が

り
が
、
礼
拝
の
対
象
と
な
る
釈
尊
浬
藥
図
修
復
寄
進
と
い
う
点
に
み
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

次
に
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
法
養
寺
十
七
世
日
盈
が
記
し
た
一
年
間
の
将
軍
家
・
大
奥
へ
の
献
上
品
目
か
ら
両
者
の
関
係
を
み

て
み
る
と
、
表
２
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
み
る
と
正
月
か
ら
十
二
月
ま
で
法
養
寺
の
年
中
行
事
の
折
に
、
毎
月
の
如
く
献
上
物
が
あ
げ

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

一
釈
迦
浬
藥
像
壱
幅

由
、
申
伝
候

右
者
寛
文
三
年
天
真
院
様
御
寄
附
被
遊
候
、
絹
地
惣
縫
地
像
二
御
座
候
、
釈
尊
之
羅
髪
者
、
則
天
真
院
様
以
御
前
髪
被
為
縫
候

(57）



ら
れ
て
お
り
、
公
方
・
右
大
将
・
御
台
所
・
御
廉
中
、
御
伽
衆
、
御
使
番
、
と
そ
れ
ぞ
れ
の
職
制
の
女
性
に
よ
る
献
上
品
が
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
因
み
に
、
正
月
四
日
の
本
丸
献
上
目
録
雛
形
に
は
「
御
巻
数
台
附
、
御
洗
米
台
附
、
御
折
足
附
、
ひ
し
お
曲
物
、

風
呂
敷
包
、
黒
塗
箱
壱
、
御
文
箱
壱
、
片
木
何
枚
」
と
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
法
養
寺
九
世
日
庚
の
木
版
刷
受
茶
羅
本
尊

（
熊
谷
安
左
衛
門
開
眼
）
が
巻
数
箱
に
添
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
法
養
寺
に
勧
請
さ
れ
る
稲
荷
の
信
仰
面
を
考
え
る
上
で
特
筆
す
べ
き
こ

と
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
法
養
寺
の
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
二
月
十
日
に
作
成
さ
れ
た
「
熊
谷
稲
荷
縁
起
」
を
み
る
と
、
高
厳
院
と

年
寄
一
戸
沢
と
い
っ
た
大
奥
女
性
の
取
り
持
ち
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
た
こ
と
が
宣
伝
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
鼬

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷

表
２
年
間
献
上
品
一
覧

「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

(58）

正
月
四
日

二
月
初
午
日
翌
日

六
度
目
甲
子
日
翌
日

五
月
四
日

九
月
四
日

九
月
二
十
三
日

十
月
八
日

十
二
月
十
六
日
歳
暮

月
日

巻
数
．
洗
米
・
橘
煎
餅

祝
儀
金
・
扇
子

洗
米
・
熊
谷
稲
荷
御
札

洗
米

巻
数
．
洗
米
・
橘
煎
餅

祝
儀
金
・
扇
子

巻
数
．
洗
米
・
橘
煎
餅

祝
儀
金
・
扇
子

洗
米
・
熊
谷
稲
荷
御
札

盛
物
・
披
露
文

洗
米
・
祝
儀
金

本
丸

洗
米
・
干
塩

洗
米
・
熊
谷
稲
荷
御
札

洗
米

洗
米

洗
米

洗
米
・
熊
谷
稲
荷
御
札

盛
物

洗
米
・
納
豆
・
金
五
十
疋

御
伽
衆

洗
米

洗
米

洗
米

洗
米

洗
米

洗
米

盛
物

洗
米

● ●

納
豆

干
塩

御
使
番



年
間
を
通
じ
て
の
献
上
品
の
特
徴
は
、
正
月
が
本
丸
に
「
吉
例
之
通
年
頭
為
御
祝
儀
金
五
十
疋
扇
子
拾
対
進
上
之
仕
候
、
幾
久
敷
御
受

納
可
被
下
候
」
と
御
祝
儀
金
と
扇
子
が
あ
げ
ら
れ
、
五
月
、
九
月
も
正
五
九
の
祈
願
と
い
う
こ
と
で
同
様
で
あ
っ
た
。
お
会
式
に
は
、
公

方
方
に
「
日
蓮
大
菩
薩
御
供
物
」
と
書
か
れ
た
御
盛
物
が
、
御
伽
衆
に
御
盛
物
と
し
て
「
会
式
御
供
物
」
と
書
か
れ
た
餅
十
一
包
が
、
御

使
番
衆
に
「
会
式
御
供
物
」
十
八
包
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
別
に
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
献
上
品
は
「
吉
例
之
通
、
歳
暮
為
御
祝
儀
金
五
拾

疋
納
豆
拾
曲
進
上
之
仕
候
間
、
幾
久
敷
御
受
納
可
被
下
候
、
此
段
従
拙
僧
共
宜
可
得
貴
意
旨
法
養
寺
被
申
付
、
如
此
御
座
候
」
と
あ
り
、

法
養
寺
が
「
進
物
御
改
御
番
所
御
当
番
衆
中
」
宛
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
歳
暮
の
折
に
は
「
十
二
月
十
八
日
頃
与
同
二
十
三
日
当

り
迄
之
内
、
御
本
丸
与
御
使
参
ル
其
節
求
肥
飴
一
折
上
ル
、
依
之
前
々
与
求
肥
飴
之
用
意
い
た
し
可
置
事
」
と
あ
り
、
求
肥
飴
一
折
が
本

丸
よ
り
の
使
者
に
渡
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
窪

こ
れ
ら
の
献
上
品
の
性
格
を
み
る
と
、
正
．
五
・
九
月
に
は
洗
米
、
特
に
正
月
太
歳
に
は
祈
祷
洗
米
・
干
塩
を
、
二
月
初
午
日
に
は
三

社
宮
稲
荷
大
明
神
の
祈
祷
洗
米
・
御
札
、
甲
子
に
は
大
古
久
天
の
祈
祷
洗
米
、
歳
暮
に
は
祈
祷
洗
米
・
納
豆
十
八
曲
を
御
使
番
十
八
人
そ

れ
ぞ
れ
に
渡
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
、
熊
谷
稲
荷
や
大
黒
天
と
い
っ
た
守
護
神
の
祈
祷
の
御
経
が
あ
が
っ
た
祈
祷
洗
米
が
献
上
さ
れ
て
お

り
、
献
上
品
は
祈
祷
色
が
濃
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
も
の
を
御
殿
女
中
は
ど
う
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
歳
暮
の
場
合
の
御
伽
衆
へ
の
披
露
文
を
み
る
と
「
当
月
御
祈
祷
の
御

（
進
）

洗
米
し
ん
上
仕
り
ま
い
ら
せ
候
、
御
信
心
御
頂
き
遊
ハ
し
候
や
う
存
上
ま
い
ら
せ
候
、
な
を
暮
の
御
祝
儀
申
上
た
く
、
手
製
の
壱
曲
シ
シ

御
覧
に
入
ま
い
ら
せ
候
」
と
あ
り
、
法
養
寺
側
は
御
殿
女
中
に
「
信
心
」
に
よ
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
布
教
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
信
仰

を
介
し
た
や
り
と
り
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
状
は
、
「
以
手
紙
啓
上
仕
候
、
然
者
例
年
之
通
、
今
日
御
本
丸
大
奥
江
歳
暮
御

祝
儀
申
上
候
間
、
御
添
書
奉
願
上
候
、
依
之
如
此
御
座
候
」
と
あ
り
、
歳
暮
の
際
に
「
月
番
御
留
守
居
」
の
役
人
に
添
書
が
提
出
さ
れ
て

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

(59）



江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

お
り
、
こ
れ
は
初
午
の
際
も
同
様
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
法
養
寺
と
大
奥
の
つ
な
が
り
は
、
書
状
の
や
り
と
り
か
ら
み
る
と
、
法
養
寺

↓
月
番
役
所
↓
御
使
番
↓
御
伽
衆
↓
御
老
女
（
御
年
寄
）
↓
御
台
所
と
い
っ
た
ル
ー
ト
で
披
露
文
や
献
上
品
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
御
台
所
や
御
伽
衆
の
み
な
ら
ず
御
使
番
衆
に
ま
で
、
正
月
は
「
太
歳
三
箇
日
奉
欽
調
陀
羅
尼
品

一
千
巻
」
、
五
月
・
九
月
は
葵
紋
付
箱
に
入
れ
ら
れ
「
三
社
宮
稲
荷
大
明
神
奉
欽
調
陀
羅
尼
品
一
千
巻
」
と
書
か
れ
た
祈
祷
洗
米
、
昆

布
・
干
塩
が
渡
さ
れ
、
祈
祷
の
御
経
が
あ
が
っ
た
洗
米
と
御
札
を
渡
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
御
使
番
は
、
代
参
の
た
め
に
城
外
に
出
て
、

御
台
所
に
代
わ
っ
て
寺
社
に
参
詣
す
る
役
目
を
果
た
し
て
い
た
姥
こ
の
職
制
の
人
々
に
ま
で
祈
祷
札
を
配
っ
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、

大
奥
内
で
も
個
人
祈
願
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
年
中
行
事
の
他
に
も
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
る
の
で
、
次
の
史
料
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

（
目
出
）

な
お
ノ
ー
幾
久
し
く
万
々
年
も
と
め
て
度
か
し
ぐ

一
筆
申
し
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
ｊ
、
上
々
様
方
御
機
嫌
よ
く
成
ら
せ
給
、
恐
悦
御
目
出
度
難
有
か
り
ま
い
ら
せ
候
、
扱
ハ
日
光

（
目
出
）

御
参
詣
二
付
、
御
祈
祷
修
行
仕
り
、
公
方
様
御
祈
祷
精
誠
二
御
祈
念
申
上
奉
り
、
御
巻
数
御
洗
米
御
め
〒
度
献
上
仕
り
ま
い
ら
せ
候
、

（
繁
）

よ
ろ
し
く
御
取
計
遊
ハ
し
被
下
候
や
う
、
願
上
ま
い
ら
せ
候
猶
幾
万
々
年
も
御
武
運
御
長
久
御
は
ん
昌
の
御
事
の
ミ
能
々
御
祈
念
申

（
目
出
）
（
祝
）

上
奉
り
候
、
誠
ニ
幾
久
し
く
、
万
々
年
も
御
め
て
度
さ
の
ミ
相
か
ハ
ら
す
と
、
い
わ
い
上
ま
い
ら
せ
候
。

（
目
出
）

め
て
度
か
し
ぐ

長
栄
様

長
順
様

長
佐
様
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人
々
御
申
上

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
四
月
十
三
日
、
将
軍
が
日
光
へ
参
詣
す
る
折
に
「
日
光
御
参
詣
無
御
滞
還
」
の
祈
祷
を
行
な
う
旨
の
書
状

を
、
御
使
番
の
長
栄
・
長
順
・
長
佐
・
林
悦
宛
に
出
し
て
い
る
。
な
お
こ
れ
は
「
公
方
様
日
光
御
参
詣
二
付
、
別
段
被
仰
付
者
無
之
候
得

共
、
於
御
宝
前
御
祈
祷
申
上
、
四
月
十
一
日
巻
数
御
洗
米
献
上
、
巻
数
御
洗
米
者
正
五
九
之
通
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
前
に
祈
祷
を
行

な
い
、
大
奥
に
献
上
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
書
状
が
あ
る
の
で
「
徳
川
実
紀
』
と
対
照
し
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

ら
れ
る
。

（
例
）

①
天
保
十
四
年
二
八
四
三
）
四
月
二
十
一
日
、
十
二
代
家
慶
が
日
光
御
参
詣
無
事
済
ま
せ
た
折
、
翌
二
十
二
日
、
「
御
機
嫌
よ
く

御
長
久
御
繁
昌
」
の
祈
祷
、
御
使
番
長
栄
・
長
順
・
長
佐
・
林
悦
宛

（
禍
）

②
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
二
月
二
十
八
日
本
丸
普
請
出
来
、
十
二
代
家
慶
が
本
丸
へ
移
る
折
、
翌
二
十
九
日
に
将
軍
の
「
御
武
運

御
長
久
御
繁
昌
」
の
祈
祷
、
御
使
番
長
栄
・
長
順
・
長
佐
・
林
悦
宛

（
縄
）

③
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
十
二
月
二
十
一
日
、
西
丸
を
普
請
し
、
十
三
代
家
定
が
移
る
折
、
翌
二
十
二
日
「
御
武
運
御
長
久
御
繁

昌
」
の
祈
祷
、
御
使
番
嘉
順
・
林
悦
・
林
賀
・
徳
林
が
依
頼

（
岬
）

④
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
九
月
二
十
三
日
、
十
二
代
家
慶
が
御
移
御
代
替
の
折
、
同
日
「
御
長
久
御
繁
昌
」
の
祈
祷
、
御
使
番
嘉

順
・
林
悦
・
林
賀
・
久
左
宛

⑤
嘉
永
六
年
九
月
一
千
三
日
、
十
三
代
家
定
が
御
移
御
代
替
の
姥
「
御
長
久
御
繁
昌
の
祈
祷
、
御
使
番
栄
寿
・
林
佐
・
栄
佐
．

林
賀
・
久
左
が
依
頼

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

林
悦
様
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こ
う
し
て
法
養
寺
は
「
江
戸
城
両
御
丸
祈
祷
所
」
・
「
将
軍
家
御
能
拝
見
寺
院
」
と
し
て
君
臨
し
、
江
戸
に
数
あ
る
寺
院
の
中
で
も
祈

祷
所
と
し
て
の
機
能
や
将
軍
家
・
大
奥
と
い
っ
た
密
接
な
結
び
つ
き
が
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

（
⑲
）

⑥
嘉
永
六
年
十
一
月
二
十
三
日
、
十
三
代
家
定
が
宣
下
即
日
御
大
礼
相
済
に
付
、
翌
二
十
四
日
、
「
ま
す
ｊ
、
御
機
嫌
よ
く
御
長
久

御
繁
昌
」
の
御
祈
祷
、
御
使
番
の
栄
寿
・
林
佐
・
栄
佐
・
林
賀
・
久
佐
宛

⑦
嘉
永
六
年
十
一
月
二
十
三
日
、
十
三
代
家
定
が
宣
下
即
日
御
大
礼
相
済
に
蝿
翌
日
「
御
機
嫌
よ
く
御
長
久
御
繁
昌
」
の
祈
祷
、

御
使
番
栄
寿
・
林
左
・
栄
左
・
林
可
・
久
佐
が
依
頼

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
奥
「
祈
願
所
」
と
し
て
、
法
養
寺
は
将
軍
の
日
光
参
詣
や
将
軍
宣
下
御
大
礼
・
御
移
御
代
替
の
折
に
祈
祷
を
行

な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
⑤
は
④
を
う
け
て
、
⑦
は
⑥
を
う
け
て
と
、
祈
願
の
書
状
の
形
態
は
、
将
軍
家
の
祈
祷
を
法
養
寺
が
御
殿
女

中
の
御
使
番
に
伺
い
、
御
年
寄
は
そ
れ
を
う
け
て
法
養
寺
に
将
軍
家
の
「
武
運
長
久
・
繁
昌
」
の
祈
祷
を
依
頼
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
天
正
年
間
に
池
上
本
門
寺
の
「
勧
弘
所
」
と
し
て
創
立
さ
れ
た
法
養
寺
は
、
寛
文
年
間
に
高
厳
院
・
浄
岸
院
と
い
っ

た
大
奥
女
性
の
帰
依
に
よ
り
信
仰
を
介
し
た
結
び
つ
き
が
始
ま
っ
た
。
以
降
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
将
軍
家
・
大
奥
の
祈
願
を
行
な
っ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。
江
戸
城
大
奥
（
本
丸
・
西
丸
）
両
所
の
「
祈
祷
所
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
史
料
的
に
は
幕
末
期

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
法
養
寺
と
江
戸
城
大
奥
の
つ
な
が
り
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
将
軍
家
の
慶
時
に
江
戸
城
に
登
城
し
、
能
楽
拝
見
を
行
な
う
。

ま
と
め
に
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②
将
軍
葬
御
・
江
戸
城
炎
上
の
折
に
、
将
軍
の
御
機
嫌
伺
い
の
書
状
を
御
殿
女
中
が
出
す
。

③
将
軍
宣
下
・
若
君
誕
生
・
将
軍
御
移
御
代
替
の
折
に
、
武
運
長
久
・
繁
昌
の
祈
祷
を
法
養
寺
が
行
な
う
。

④
法
養
寺
の
年
中
行
事
に
お
い
て
将
軍
家
の
祈
願
を
行
な
い
、
祈
祷
巻
数
・
洗
米
を
大
奥
に
献
上
す
る
。

他
に
も
、
将
軍
ゆ
か
り
の
仏
像
や
霊
寶
が
勧
請
さ
れ
、
「
祈
祷
所
」
と
し
て
周
囲
に
は
ば
か
る
こ
と
な
く
参
詣
で
き
る
と
い
っ
た
こ
と

が
、
御
殿
女
中
の
祈
願
や
代
参
を
誘
う
要
因
と
な
っ
た
。
特
に
諸
寺
社
へ
の
代
参
は
、
御
台
所
に
代
わ
り
御
年
寄
や
御
使
番
が
実
質
的
な

役
目
を
担
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
大
奥
へ
の
献
上
品
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
御
台
所
へ
の
献
上
の
み
な
ら

ず
、
御
伽
衆
や
御
使
番
一
人
一
人
に
至
る
ま
で
供
物
が
配
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
城
大
奥
女
性
と
法
養
寺
の
関
係
の
深
さ
を

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
信
仰
を
介
し
て
の
つ
な
が
り
の
特
徴
は
、
将
軍
家
ゆ
か
り
の
鬼
子
母
神
や
大
黒
天
、
そ
し
て
熊
谷
稲

荷
と
い
っ
た
守
護
神
が
勧
請
さ
れ
る
法
養
寺
に
御
殿
女
中
が
祈
願
を
依
頼
し
、
将
軍
家
に
関
す
る
祈
祷
が
祈
祷
殿
で
厳
修
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
こ
と
か
ら
し
て
も
祈
祷
色
が
濃
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
千
巻
陀
羅
尼
と
い
っ
た
加
持
祈

祷
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
は
、
江
戸
幕
府
が
正
式
に
認
可
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
が
、
将
軍
家
と
つ
な
が
り
が
あ
る
と

い
っ
た
名
誉
か
ら
、
由
緒
書
や
届
書
と
い
っ
た
史
料
に
宣
伝
材
料
と
し
て
そ
の
名
称
が
登
場
し
て
く
る
。
寺
院
側
と
し
て
は
、
将
軍
や
大

奥
の
祈
祷
を
引
き
受
け
る
由
緒
あ
る
寺
院
と
し
て
、
周
辺
に
住
む
人
々
に
認
知
し
て
も
ら
う
た
め
、
積
極
的
に
大
奥
と
の
結
び
つ
き
を
図
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
幕
末
に
至
っ
て
、
江
戸
城
内
の
年
中
行
事
の
折
に
、
献
上
品
を
大
奥
か
ら
法
養
寺
に
届
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も

窺
え
る
。
さ
ら
に
は
、
一
般
寺
院
と
の
区
別
を
図
り
、
本
寺
格
の
扱
い
を
う
け
る
た
め
に
力
を
注
い
だ
こ
と
も
「
祈
祷
所
」
の
意
義
や
性

格
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）
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註
（
１
）
圭
室
文
雄
「
葬
祭
か
ら
祈
祷
へ
」
（
日
本
宗
教
史
研
究
会
編
「
布
教
者
と
民
衆
と
の
対
話
」
所
収
）

（
２
）
江
戸
時
代
に
お
け
る
祈
祷
寺
院
の
成
立
に
関
し
て
は
、
各
宗
派
に
お
い
て
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
日
蓮
宗
の
場
合
に
は
、
修
法
祈
祷
（
加
持
祈
祷
）

や
守
護
神
・
流
行
神
と
の
関
係
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

（
３
）
身
延
山
久
遠
寺
の
祖
師
が
、
江
戸
深
川
浄
心
寺
に
お
い
て
出
開
帳
を
行
な
っ
た
折
に
、
御
殿
女
中
が
代
参
し
て
い
る
（
拙
稿
「
江
戸
城
大
奥
女
性

の
法
華
信
仰
～
身
延
山
久
遠
寺
の
江
戸
出
開
帳
を
中
心
に
～
」
、
「
大
崎
学
報
」
一
四
六
号
所
収
）
。

（
４
）
御
殿
女
中
と
は
、
三
田
村
鳶
魚
氏
の
「
御
殿
女
中
」
に
よ
れ
ば
、
柳
営
や
諸
侯
の
奥
向
き
に
使
え
る
女
性
の
総
称
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

将
軍
の
居
住
す
る
江
戸
城
本
丸
と
大
御
所
（
隠
居
し
た
前
将
軍
）
や
大
納
言
（
将
軍
の
世
子
）
が
居
住
す
る
西
丸
と
あ
り
、
両
所
に
仕
え
る
奥
女
中

を
指
す
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
本
稿
で
江
戸
城
大
奥
女
性
と
し
て
使
用
す
る
の
は
、
御
台
所
と
御
殿
女
中
す
べ
て
を
含
め
た
名
称
で
あ
る
。

（
５
）
三
田
村
鳶
魚
前
掲
書
、
二
六
五
頁

（
６
）
祈
祷
所
の
名
称
は
、
「
祈
祷
所
」
・
「
御
祈
祷
所
」
と
史
料
に
出
て
く
る
が
、
「
御
」
は
敬
称
で
あ
り
、
両
者
は
同
じ
意
味
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
祈
祷
所
」
に
統
一
し
た
。

（
７
）
法
養
寺
と
御
殿
女
中
の
信
仰
的
つ
な
が
り
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
江
戸
城
大
奥
女
中
の
稲
荷
信
仰
～
江
戸
下
谷
法
養
寺
の
熊
谷
稲
荷
を
中
心
に
～
」

（
『
大
崎
学
報
』
第
一
五
○
号
所
収
）
に
お
い
て
、
既
に
論
究
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）
日
蓮
宗
と
は
、
現
在
の
宗
教
法
人
日
蓮
宗
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、
日
蓮
の
教
え
を
信
仰
す
る
教
団
全
体
を
指
す
こ
と
に
す
る
。

（
９
）
江
戸
幕
府
は
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
四
月
に
寛
永
八
年
（
一
六
三
二
ま
で
の
創
立
は
古
跡
、
九
年
以
降
は
新
地
と
区
別
し
、
寺
院
数
の
制

限
を
強
化
し
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
五
月
以
降
寺
院
を
建
立
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
（
「
徳
川
禁
令
考
」
前
集
第
五
所
収
）
。

（
皿
）
こ
れ
ら
の
寺
院
は
『
日
蓮
宗
寺
院
大
鑑
』
よ
り
抜
粋
し
た
。

（
ｕ
）
坂
本
氏
前
掲
論
文

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

こ
の
江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
は
、
先
述
し
た
通
り
日
蓮
宗
に
お
い
て
も
数
ヶ
寺
存
在
す
る
が
、
今
後
は
個
別
の
事
例
を
深
く
検
討
す

る
こ
と
に
よ
り
、
「
祈
祷
所
」
の
全
体
像
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。

(64）



編
・
寺
社
１

（
妬
）
将
軍
宣
下

（
”
）
『
詐
胤
」

（
詔
）
『
詐
胤
」

日
と
あ
る
。

（
調
）
『
詐
胤
」

将
軍
宣
下

胤」

（
泥
）
『
武
江
年
表
』
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
四
月
十
五
日
の
頁

（
”
）
右
替
、
文
化
十
三
年
二
八
一
六
）
四
月
二
十
八
日
の
頁

（
型
）
右
書
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
四
月
八
日
の
頁

（
妬
）
池
上
本
門
寺
で
も
、
将
軍
御
代
替
御
祝
儀
の
折
に
御
白
書
院
に
お
い
て
、
御
能
拝
見
を
行
な
っ
て
い
る
（
高
輪
承
教
寺
文
書
、
「
大
田
区
史
」
資
料

へへへ

212019
ーーー

ヨヨー

詐詐詐
胤胤胤
一一一

八七五

（
⑫
）
『
中
山
法
華
経
寺
誌
」
二
○
四
頁

（
過
）
高
柳
金
芳
前
掲
書
八
二
～
九
○
頁

（
Ｍ
）
中
山
智
泉
院
・
日
暮
里
延
命
院
、
そ
し
て
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
将
軍
家
菩
提
寺
と
し
て
お
取
り
立
て
に
な
っ
た
鼠
山
感
応
寺
と
御
殿
女
中

の
か
か
わ
り
に
関
し
て
、
高
柳
前
掲
書
を
始
め
一
般
書
に
は
僧
侶
と
御
殿
女
中
の
艶
色
事
件
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
信
仰
的
な
面
に
つ
い
て

は
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
鴫
）
『
武
江
年
表
」
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
四
月
十
五
日
の
頁
（
東
洋
文
庫
本
）

（
略
）
『
日
蓮
宗
寺
院
大
鑑
』
・
「
御
府
内
寺
社
備
考
」
等
に
よ
る
と
、
法
養
寺
は
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
妙
経
院
日
等
に
よ
っ
て
神
田
三
河
町
に

創
立
さ
れ
、
慶
長
年
間
に
下
谷
稲
荷
町
に
移
転
、
そ
し
て
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）
に
池
上
に
あ
っ
た
妙
教
庵
と
合
併
し
て
本
門
寺
の
近
隣
に

移
転
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
あ
る
。

（
Ⅳ
）
大
田
区
池
上
、
法
養
寺
所
蔵
文
書
（
『
大
田
区
史
」
資
料
編
・
寺
社
１
所
収
）
。
以
下
本
稿
で
特
に
註
記
し
な
い
限
り
、
同
寺
文
書
と
す
る
。

（
肥
）
『
幕
府
酢
胤
伝
」
五
（
国
瞥
刊
行
会
編
『
柳
営
婦
女
伝
叢
全
」
所
収
）
。
以
下
「
詐
胤
」
と
略
記
。

能
に
関
し
て
は
、
「
岩
波
講
座
能
・
狂
言
」
１
に
詳
し
い
。

『
詐
胤
」
六
。
「
徳
川
実
紀
』
（
国
史
体
系
本
）

『
詐
胤
」
七
。
「
続
徳
川
実
紀
」
（
以
下
「
続
実
紀
」
と
略
称
）
第
一
篇
二
九
頁
に
は
、
家
斉
の
将
軍
宣
下
が
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

八
。
「
続
実
紀
」
第
一
篇
に
は
、
竹
千
代
誕
生
が
同
年
十
一
月
十
八
日
と
あ
る
。

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

所
収
）
。

四
月
十
五
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江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

（
鋤
）
「
詐
胤
」
八
。
「
続
実
紀
」
第
二
篇
三
三
九
頁
に
は
、
家
慶
の
将
軍
宣
下
が
九
月
十
三
日
と
あ
る
。

（
瓠
）
『
続
実
紀
」
第
二
篇
五
二
○
頁
に
は
天
保
十
五
年
（
改
元
弘
化
元
年
）
五
月
十
日
出
火
と
あ
る
。

（
鉈
）
「
詐
胤
」
七
・
「
続
実
紀
」
第
二
篇
五
二
八
頁

（
認
）
「
続
実
紀
」
第
二
篇
六
○
八
頁

（
鍋
）
「
詐
胤
』
八
・
『
続
実
紀
』
第
一
一

（
調
）
「
続
実
紀
」
第
三
篇
五
二
五
頁

（
訂
）
身
延
山
久
遠
寺
も
江
戸
城
災

上
御
見
舞
之
覚
」
他
、
山
梨
県
身

（
銘
）
『
御
府
内
寺
社
備
考
」
六
、
法

身
延
山
久
遠
寺
も
江
戸
城
災

（
鈍
）
「
続
実
紀
』
第
二
篇
六
九
○
頁

（
調
）
「
詐
胤
」
八
・
『
続
実
紀
」
第
三
篇
二
頁

へへへへ
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（
蛇
）
池
上
本
門
寺
で
も
「
御
代
替
得
意
之
案
目
録
」
（
『
大
田
区
史
」
資
料
編
寺
社
１
所
収
）
に
よ
る
と
、
九
代
将
軍
家
重
か
ら
十
二
代
家
慶
ま
で
の

御
代
替
御
祝
儀
の
献
上
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
門
寺
と
法
養
寺
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
奥
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
今
後
比
較
検
討
し
て
み

が
、
こ
の
員
数
と
個
人
の
信
仰

（
“
）
「
続
実
紀
」
第
二
篇
四
八
九

（
幅
）
『
続
実
紀
」
第
二
篇
五
三
七

（
“
）
「
続
実
紀
」
第
二
篇
七
○
○

（
堀
）
「
続
実
紀
」
第
三
篇
三
五
頁

（
鯛
）
右
同

「
続
実
紀
」
第
二
篇
四
八
九

（
“
）
旧
東
京
帝
国
大
学
編
「
旧
事
諮
問
録
」
に
よ
れ
ば
、
御
殿
女
中
の
中
で
将
軍
付
き
御
使
番
は
十
三
人
と
な
っ
て
い
る
。
三
田
村
鳶
魚
『
御
殿
女
中

の
研
究
」
に
も
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
家
慶
代
の
本
丸
の
御
使
番
は
十
一
人
、
同
格
三
人
、
西
丸
は
十
人
、
御
廉
中
様
は
二
人
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
員
数
と
個
人
の
信
仰
的
つ
な
が
り
に
関
し
て
は
検
討
を
要
す
る
。

た
い
◎

註
（
７
）
と
同

天
真
院
は
池
上
本
門
寺
の
御
釜
屋
に
も
祀
ら
れ
て
い
る
（
「
砂
子
の
残
月
」
、
「
江
戸
叢
書
」
所
収
）
。

「
徳
川
諸
家
系
譜
」
第
一

頁

『
続
実
紀
」
第
二
篇
五
三
七
頁

「
続
実
紀
」
第
二
篇
七
○
○
頁

上
の
折
に
、
御
見
舞
の
書
状
を
大
奥
宛
に
発
給
し
て
い
る
（
文
久
三
年
（
一
九
六
三
）
六
月
三
日
「
西
御
丸
御
炎

見
舞
之
覚
」
他
、
山
梨
県
身
延
山
久
遠
寺
「
身
延
文
庫
」
所
蔵
文
書
）
。

御
府
内
寺
社
備
考
」
六
、
法
華
宗
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（
“
）
『
続
実
紀
』
第
三
篇
六
八
頁

（
釦
）
右
同

江
戸
城
大
奥
「
祈
祷
所
」
の
機
能
と
性
格
（
望
月
）

(67）


